
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
五
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
一
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
）

第
十
五
条
の
三

条
例
第
十
一
条
第
九
項
第
二
号
ア
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
の
う
ち
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
（
退

職
し
た
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ

る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

二

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で
あ

つ
て
、
そ
の
者
を
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し

て
い
た
県
の
事
務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

三

雇
用
保
険
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
職
員
で
あ

つ
て
、
そ
の
者
を
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し

て
い
た
県
の
事
務
を
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば
同
法
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

２

条
例
第
十
一
条
第
九
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
者

と
す
る
。

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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「

第
九
号
様
式
中

認
定
日
数

日
受
講
日
数

日
通
所
日
数

「

日

を

認
定

日
数

日
受

講
日

数

」

日
に
、
「特

定
職
種
受
講
日
数

」
を
「通

所
日

数

」
に
改
め

」

る
。第

十
号
様
式
の
二
中
「場

合
に

公
共
職
業
安
定
所

」
の
次
に
「

地
方
公
共
団
体

」
を
加
え
、
同

、
、

様
式
注
意
事
項
６
中
「な

お

」
の
次
に
「

「地
方
公
共
団
体

」と
は

職
業
安
定
法
の
規
定
に
基
づ

、
、

き
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
の
こ
と
を
い
い

」
を
加
え
る
。

第
十
号
様
式
の
四
中
「休

職

」
を
「求

職

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
三
号
様
式
の
二
中
「求

職
活
動
支
援
費

（短
期
訓
練
受
講
費

）の

」
を
「求

職
活
動
支
援
費

（短
期
訓
練
受
講
費

）に
相
当
す
る
退
職
手
当
の

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
１
中
「短

期
訓
練
受
講
費

」

を
「求

職
活
動
支
援
費

（短
期
訓
練
受
講
費

）に
相
当
す
る
退
職
手
当

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
の
三
中
「求

職
活
動
支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）の

」
を
「求

職
活
動

支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）に
相
当
す
る
退
職
手
当
の

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
１

中
「求

職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）
）
」
を
「求

職
活
動
支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）に
相
当
す
る
退
職
手
当

）
）
」
に
、
「求

職
活
動
支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）支
給
申
請
書

」

を
「求

職
活
動
支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書

」
に
、

「求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費
の

」
を
「求

職
活
動
支
援
費

（求
職
活
動
関
係
役
務
利
用
費

）に
相
当

す
る
退
職
手
当
の

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
第
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
そ

れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
等
と
み
な
す
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）


